
第１８号議案 

 

 

町田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年(２０２４年)２月２２日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市手数料条例の一部を改正する条例 

町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

１２ 固定資産課税台帳又

は名寄帳の閲覧手数料 

 

１件につき ３００円 

 

略 略 

１７の２ 戸籍法（昭和２

２年法律第２２４号）第

４８条第２項（同法第１

１７条において準用する

場合を含む。）の規定に

基づく届書その他市長の

受理した書類又は同法第

１２０条の６第１項の規

定に基づく届書等情報の

内容を表示したものの閲

覧手数料 

書類又は届書等情報の内容を表示した

もの１件につき ３５０円 

略 略 

１７の４ 戸籍法第１０条

第１項、第１０条の２第

１項から第５項まで若し

くは第１２６条の規定に

１通につき ４５０円。ただし、自動

交付機により交付する場合にあって

は、３００円 

名称 金額 

略 略 

１２ 固定資産課税台帳、

名寄帳又は地籍図の閲覧

手数料 

１件につき ３００円 

略 略 

１７の２ 戸籍法（昭和２

２年法律第２２４号）第

４８条第２項（同法第１

１７条において準用する

場合を含む。）の規定に

基づく届書その他市長の

受理した書類の閲覧手数

料 

 

 

 

書類１件につき ３５０円 

略 略 

１７の４ 戸籍法第１０条

第１項、第１０条の２第

１項から第５項まで若し

くは第１２６条の規定に

１通につき ４５０円。ただし、自動

交付機により交付する場合にあって

は、３００円 
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基づく戸籍の謄本若しく

は抄本又は同法第１２０

条第１項、第１２０条の

２第１項若しくは第１２

６条の規定に基づく戸籍

証明書の交付手数料 

 

 

 

１７の５ 戸籍法第１２０

条の３第２項の規定に基

づく戸籍電子証明書提供

用識別符号の発行手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍電子証明書提供用識別符号１件に

つき ４００円。ただし、情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する法

律（平成１４年法律１５１号）第７条

第１項の規定により同法第６条第１項

に規定する電子情報処理組織を使用す

る方法（総務省令で定めるものに限る。

以下この項及び１７の８の項において

同じ。）により戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行を行う場合（当該発行

に係る戸籍電子証明書の請求が同条第

１項の規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用する方法により行

われた場合に限る。）及び戸籍電子証

明書提供用識別符号の発行に係る戸籍

電子証明書の請求を行う者が同時に当

該戸籍電子証明書が証明する事項と同

基づく戸籍の謄本若しく

は抄本又は同法第１２０

条第１項若しくは第１２

６条の規定に基づく磁気

ディスクをもって調製さ

れた戸籍に記録されてい

る事項の全部若しくは一

部を証明した書面の交付

手数料 
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一の事項を証明する戸籍の謄本若しく

は抄本又は戸籍証明書の請求を行う場

合は、無料とする。 

１７の６ 略 略 

１７の７ 戸籍法第１２条

の２において準用する同

法第１０条第１項若しく

は第１０条の２第１項か

ら第５項までの規定若し

くは同法第１２６条の規

定に基づく除かれた戸籍

の謄本若しくは抄本又は

同法第１２０条第１項、

第１２０条の２第１項若

しくは第１２６条の規定

に基づく除籍証明書の交

付手数料 

 

 

 

１通につき ７５０円 

１７の８ 戸籍法第１２０

条の３第２項の規定に基

づく除籍電子証明書提供

用識別符号の発行手数料 

 

 

除籍電子証明書提供用識別符号１件に

つき ７００円。ただし、情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する法

律第７条第１項の規定により同法第６

条第１項に規定する電子情報処理組織

を使用する方法により除籍電子証明書

 

 

 

１７の５ 略 略 

１７の６ 戸籍法第１２条

の２において準用する同

法第１０条第１項若しく

は第１０条の２第１項か

ら第５項までの規定若し

くは同法第１２６条の規

定に基づく除かれた戸籍

の謄本若しくは抄本又は

同法第１２０条第１項若

しくは第１２６条の規定

に基づく磁気ディスクを

もって調製された除かれ

た戸籍に記録されている

事項の全部若しくは一部

を証明した書面の交付手

数料 

１通につき ７５０円 
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提供用識別符号の発行を行う場合（当

該発行に係る除籍電子証明書の請求が

同項の規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用する方法により行

われた場合に限る。）及び除籍電子証

明書提供用識別符号の発行に係る除籍

電子証明書の請求を行う者が同時に当

該除籍電子証明書が証明する事項と同

一の事項を証明する除かれた戸籍の謄

本若しくは抄本又は除籍証明書の請求

を行う場合は、無料とする。 

１７の９ 戸籍法第４８条

第１項（同法第１１７条

において準用する場合を

含む。）の規定に基づく

届出若しくは申請の受理

の証明書、同法第４８条

第２項（同法第１１７条

において準用する場合を

含む。）若しくは第１２

６条の規定に基づく届書

その他市長の受理した書

類に記載した事項の証明

書又は同法第１２０条の

６第１項の規定に基づく

届書等情報の内容の証明

１通につき ３５０円 

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子

離縁又は認知の届出の受理について、

請求により法務省令で定める様式によ

る上質紙を用いる場合にあっては、１，

４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７の７ 戸籍法第４８条

第１項（同法第１１７条

において準用する場合を

含む。）の規定に基づく

届出若しくは申請の受理

の証明書又は同法第４８

条第２項（同法第１１７

条において準用する場合

を含む。）若しくは第１

２６条の規定に基づく届

出若しくは申請の受理の

証明書又は届書その他市

長の受理した書類に記載

した事項の証明書の交付

手数料 

１通につき ３５０円 

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子

離縁又は認知の届出の受理について、

請求により法務省令で定める様式によ

る上質紙を用いる場合にあっては、１，

４００円 
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書の交付手数料 

略 略 

１０３の２ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等

に関する法律（平成２７

年法律第５３号）第１２

条第１項又は第１３条第

２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適

合性判定に関する手数料

（非住宅部分（同法第１

１条第１項に規定する非

住宅部分をいう。以下同

じ。）の用途が工場等（工

場、危険物の貯蔵又は処

理に供するもの、水産物

の増殖場又は養殖場、倉

庫、卸売市場及び火葬場、

と畜場、汚物処理場、ご

み焼却場その他の処理施

設をいう。以下同じ。）

のみの場合） 

略 

１０３の３ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等

に関する法律第１２条第

１項又は第１３条第２項

略 

 

略 略 

１０３の２ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に

関する法律（平成２７年

法律第５３号）第１２条

第１項又は第１３条第２

項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能適合

性判定に関する手数料

（非住宅部分（同法第１

１条第１項に規定する非

住宅部分をいう。以下同

じ。）の用途が工場等（工

場、危険物の貯蔵又は処

理に供するもの、水産物

の増殖場又は養殖場、倉

庫、卸売市場及び火葬場、

と畜場、汚物処理場、ご

み焼却場その他の処理施

設をいう。以下同じ。）

のみの場合） 

略 

１０３の３ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に

関する法律第１２条第１

項又は第１３条第２項の

略 
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の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能適合性

判定に関する手数料（非

住宅部分の用途が工場等

のみでない場合） 

１０３の４ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等

に関する法律第１２条第

２項又は第１３条第３項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能確保計

画の変更に係る建築物エ

ネルギー消費性能適合性

判定に関する手数料（非

住宅部分の用途が工場等

のみの場合） 

略 

１０３の５ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等

に関する法律第１２条第

２項又は第１３条第３項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能確保計

画の変更に係る建築物エ

ネルギー消費性能適合性

判定に関する手数料（非

住宅部分の用途が工場等

略 

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能適合性判

定に関する手数料（非住

宅部分の用途が工場等の

みでない場合） 

１０３の４ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に

関する法律第１２条第２

項又は第１３条第３項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能確保計画

の変更に係る建築物エネ

ルギー消費性能適合性判

定に関する手数料（非住

宅部分の用途が工場等の

みの場合） 

略 

１０３の５ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に

関する法律第１２条第２

項又は第１３条第３項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能確保計画

の変更に係る建築物エネ

ルギー消費性能適合性判

定に関する手数料（非住

宅部分の用途が工場等の

略 
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のみでない場合） 

１０４ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第３５条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計

画に関する認定申請手数

料（当該申請に併せて同

項各号に掲げる基準に適

合していることを示す書

類として市長が定めるも

のが提出された場合（１

０５の項から１１１の項

までにおいて「適合性が

確認されている場合」と

いう。）において、当該

建築物が一戸建て住宅で

あるとき。） 

略 

１０５ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第３５条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計

画に関する認定申請手数

料（適合性が確認されて

いる場合において、当該

１件につき 次のア及びイに掲げる部

分の区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住宅部分（建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第１１

条第１項に規定する住宅部分をい

う。以下同じ。） 当該部分の床面

積の合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（４）略 

みでない場合） 

１０４ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

に関する認定申請手数料

（当該申請に併せて同項

各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類

として市長が定めるもの

が提出された場合（１０

５の項から１１１の項ま

でにおいて「適合性が確

認されている場合」とい

う。）において、当該建

築物が一戸建て住宅であ

るとき。） 

略 

１０５ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

に関する認定申請手数料

（適合性が確認されてい

る場合において、当該建

１件につき 次のア及びイに掲げる部

分の区分に応じ、次に掲げる額 

ア 住宅部分（建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第１１条

第１項に規定する住宅部分をいう。

以下同じ。） 当該部分の床面積の

合計に応じ、次に掲げる額 

（１）～（４）略 
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建築物が一戸建て住宅以

外のものであるとき。） 

イ 略 

 

１０６ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第３５条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計

画に関する認定申請手数

料（適合性が確認されて

いる場合以外の場合にお

いて、当該建築物が一戸

建て住宅であるとき。） 

略 

１０７ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第３５条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計

画に関する認定申請手数

料（適合性が確認されて

いる場合以外の場合にお

いて、当該建築物が一戸

建て住宅以外のものであ

るとき。） 

略 

１０８ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第３６条第１項

略 

築物が一戸建て住宅以外

のものであるとき。） 

イ 略 

１０６ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

に関する認定申請手数料

（適合性が確認されてい

る場合以外の場合におい

て、当該建築物が一戸建

て住宅であるとき。） 

略 

１０７ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

に関する認定申請手数料

（適合性が確認されてい

る場合以外の場合におい

て、当該建築物が一戸建

て住宅以外のものである

とき。） 

略 

１０８ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３６条第１項の

略 
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の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計

画に関する変更認定申請

手数料（適合性が確認さ

れている場合において、

当該建築物が一戸建て住

宅であるとき。） 

１０９ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第３６条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計

画に関する変更認定申請

手数料（適合性が確認さ

れている場合において、

当該建築物が一戸建て住

宅以外のものであると

き。） 

略 

１１０ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第３６条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計

画に関する変更認定申請

手数料（適合性が確認さ

れている場合以外の場合

略 

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

に関する変更認定申請手

数料（適合性が確認され

ている場合において、当

該建築物が一戸建て住宅

であるとき。） 

１０９ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

に関する変更認定申請手

数料（適合性が確認され

ている場合において、当

該建築物が一戸建て住宅

以外のものであるとき。） 

 

略 

１１０ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

に関する変更認定申請手

数料（適合性が確認され

ている場合以外の場合に

略 
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において、当該建築物が

一戸建て住宅であると

き。） 

１１１ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第３６条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計

画に関する変更認定申請

手数料（適合性が確認さ

れている場合以外の場合

において、当該建築物が

一戸建て住宅以外のもの

であるとき。） 

略 

１１２ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第４１条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定申

請手数料（当該申請に併

せて同法第２条第１項第

３号の建築物エネルギー

消費性能基準に適合して

いることを示す書類とし

て市長が定めるものが提

略 

おいて、当該建築物が一

戸建て住宅であるとき。） 

 

１１１ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

に関する変更認定申請手

数料（適合性が確認され

ている場合以外の場合に

おいて、当該建築物が一

戸建て住宅以外のもので

あるとき。） 

略 

１１２ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第４１条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請

手数料（当該申請に併せ

て同法第２条第１項第３

号の建築物エネルギー消

費性能基準に適合してい

ることを示す書類として

市長が定めるものが提出

略 
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出された場合（１１３の

項から１１５の項までに

おいて「適合性が確認さ

れている場合」という。）

において、当該建築物が

一戸建て住宅であると

き。） 

１１３ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第４１条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定申

請手数料（適合性が確認

されている場合におい

て、当該建築物が一戸建

て住宅以外のものである

とき。） 

略 

１１４ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第４１条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定申

請手数料（適合性が確認

されている場合以外の場

略 

された場合（１１３の項

から１１５の項までにお

いて「適合性が確認され

ている場合」という。）

において、当該建築物が

一戸建て住宅であると

き。） 

１１３ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第４１条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請

手数料（適合性が確認さ

れている場合において、

当該建築物が一戸建て住

宅以外のものであると

き。） 

略 

１１４ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第４１条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請

手数料（適合性が確認さ

れている場合以外の場合

略 
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合において、当該建築物

が一戸建て住宅であると

き。） 

１１５ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関

する法律第４１条第１項

の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定申

請手数料（適合性が確認

されている場合以外の場

合において、当該建築物

が一戸建て住宅以外のも

のであるとき。） 

略 

１１５の２ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等

に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省

令第５号）第１１条の規

定に基づく建築物エネル

ギー消費性能確保計画の

軽微な変更に関する証明

手数料（非住宅部分の用

途が工場等のみの場合） 

略 

１１５の３ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等

略 

において、当該建築物が

一戸建て住宅であると

き。） 

１１５ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関す

る法律第４１条第１項の

規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請

手数料（適合性が確認さ

れている場合以外の場合

において、当該建築物が

一戸建て住宅以外のもの

であるとき。） 

略 

１１５の２ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に

関する法律施行規則（平

成２８年国土交通省令第

５号）第１１条の規定に

基づく建築物エネルギー

消費性能確保計画の軽微

な変更に関する証明手数

料（非住宅部分の用途が

工場等のみの場合） 

略 

１１５の３ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に

略 
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に関する法律施行規則第

１１条の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

確保計画の軽微な変更に

関する証明手数料（非住

宅部分の用途が工場等の

みでない場合） 

略 略 
 

関する法律施行規則第１

１条の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確

保計画の軽微な変更に関

する証明手数料（非住宅

部分の用途が工場等のみ

でない場合） 

略 略 
 

 備考  備考 

１～４ 略 １～４ 略 

５ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエ

ネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって

非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確か

められ、かつ、省令第１０条第１項第１号ただし書に規定する国土

交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める

方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の

向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有すること

が確かめられた場合における、１０４の項から１１１の項までに掲

げる建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料（以下「向上計

画認定申請手数料等」という。）の額は、それぞれこの表の１０７

の項又は１１１の項に掲げる標準入力法等による場合とみなして

算出した額とする。 

５ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエ

ネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって

非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確か

められ、かつ、省令第１０条第１項第１号ただし書に規定する国土

交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める

方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の

一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有すること

が確かめられた場合における、１０４の項から１１１の項までに掲

げる建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料（以下「向上計

画認定申請手数料等」という。）の額は、それぞれこの表の１０７

の項又は１１１の項に掲げる標準入力法等による場合とみなして

算出した額とする。 

  ６ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の他の建築物（同項に規定する他の建築物をい

  ６ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記載

されている場合の他の建築物（同項に規定する他の建築物をいう。
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う。以下同じ。）における建築物エネルギー消費性能適合性判定手

数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び

当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を

同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、１０３の２の項

の規定により算出した額とする。 

以下同じ。）における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該

他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様

の評価の方法により行う場合の手数料の額は、１０３の２の項の規

定により算出した額とする。 

  ７ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変

更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画

の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料につい

て、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建

築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価

の方法により行った場合の手数料の額は、１０３の４の項の規定に

より算出した額とする。 

  ７ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記載

されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の

変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築

物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の

方法により行った場合の手数料の額は、１０３の４の項の規定によ

り算出した額とする。 

  ８ 略   ８ 略 

  ９ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成

２８年政令第８号）第４条第１項に規定する内部に間仕切壁又は戸

を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気

に開放された開口部の面積の合計の割合が２０分の１以上である

ものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、

当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とす

る。 

  ９ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成２

８年政令第８号）第４条第１項に規定する内部に間仕切壁又は戸を

有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に

開放された開口部の面積の合計の割合が２０分の１以上であるも

のに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当

該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。 

  １０ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条

第１項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築（同法附則

第３条第１項の規定が適用される特定増改築を除く。）を行う場合

の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面

  １０ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１１条第

１項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築（同法附則第

３条第１項の規定が適用される特定増改築を除く。）を行う場合の

適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積
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積の合計に応じて算出した額とする。 の合計に応じて算出した額とする。 

  １１ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合の１０４の項から１０７の項までに掲げる建

築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築

物（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３４条第

３項に規定する申請建築物をいう。）の部分に係る額及び他の建築

物の部分に係る額を合算した額とする。 

  １１ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の１０４の項から１０７の項までに掲げる建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物

（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３

項に規定する申請建築物をいう。）の部分に係る額及び他の建築物

の部分に係る額を合算した額とする。 

  １２ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合の１０８の項から１１１の項までに掲げる建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に

係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築

物として建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

４条第３項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建

築物の部分に係る額は、１０４の項から１０７の項までの規定によ

り算出した額とする。 

  １２ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項が記

載されている場合の１０８の項から１１１の項までに掲げる建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建

築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係

る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物

として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条

第３項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物

の部分に係る額は、１０４の項から１０７の項までの規定により算

出した額とする。 

  １３～１５ 略   １３～１５ 略 

  １６ １０４の項から１０７の項までに掲げる建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請手数料について、申請に併せて建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３５条第２項の規定に

基づく申出があった場合においては、一の建築物について１８の項

に掲げる額に相当する額を加えた額とする。 

  １６ １０４の項から１０７の項までに掲げる建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請手数料について、申請に併せて建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律第３５条第２項の規定に基

づく申出があった場合においては、一の建築物について１８の項に

掲げる額に相当する額を加えた額とする。 

  １７ １０８の項から１１１の項までに掲げる建築物エネルギー消

費性能向上計画変更認定申請手数料について、申請に併せて建築物

  １７ １０８の項から１１１の項までに掲げる建築物エネルギー消

費性能向上計画変更認定申請手数料について、申請に併せて建築物
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のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３６条第２項にお

いて準用する同法第３５条第２項の規定に基づく申出があった場

合においては、一の建築物について１８の項に掲げる額に相当する

額を加えた額とする。 

のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３６条第２項におい

て準用する同法第３５条第２項の規定に基づく申出があった場合

においては、一の建築物について１８の項に掲げる額に相当する額

を加えた額とする。 
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附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行

する。 

（１）別表１７の２の項及び１７の４の項の改正規定、１７の７の項の改正規定、同

項を１７の９の項とする改正規定、１７の６の項の改正規定、同項を１７の７の

項とし、同項の次に１項を加える改正規定並びに１７の５の項を１７の６の項と

し、１７の４の項の次に１項を加える改正規定 令和６年３月 1日 

（２）別表１２の項、１０３の２の項から１１５の３の項まで及び同表備考の改正規

定 令和６年４月１日 
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